
地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨 担当課
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）

1 東古泉 R7.8.17 12その他
庁舎敷地内整
備

役場庁舎前の駐車場から庁舎正面玄関に行く途中に段差が
あり、特に高齢者はこけそうになるので、改善をお願いし
たい。

財政課

　現地を確認しましたが、御指摘の箇所を特定できませんでした。
　質問していただいた方に連絡をとりたいので、お手数をおかけしますが、詳しい場所や状
況について、担当課（財政課財産管理係）まで御連絡いただきますようお願いします。
　場所を特定の上、対応を検討させていただきます。

2 東古泉 R7.8.17 06学校 小学校

下から目視する限り、北伊予小学校の体育館の屋根の老朽
(錆びている)がひどいので修繕等の対応をお願いしたい。

学校教育課

　毎年行っている公共施設点検により腐食は把握しており、以前雨漏りが生じていた箇所に
ついては修繕を行いました。
　現在、室内に雨漏りしている箇所はなく、安全性を確認しております。
　腐食については、緊急性がないことから、施設の中長期的な視野での維持管理の方針を定
めた公共施設管理計画に基づき、令和10年度の体育館の大規模改修工事のタイミングで直す
予定ですので、御理解いただきますようお願いします。

3 東古泉 R7.8.17 12その他 区長業務

役場から区長への依頼事項が多すぎる。特に、現役で仕事
をしながらとなると時間の制約もあって、区長業務をこな
すのがとても大変である。また、農業関係の依頼事項につ
いて、区長が非農家の場合、分からないことも多い。とに
かく文書も多く、区長業務のスリム化を図ることはできな
いものか。 総務課

　これまでは、仕事を定年退職された60歳以上の方が区長職をされる方が多かったことか
ら、区長業務に要する時間も確保しやすかったと思われます。
　現在は、定年も65歳に延長されるなど、生業にプラスして区長業務をされる方が多い状況
です。そうした状況を踏まえ、どのようにすれば区長業務のスリム化を図ることができるの
か、各区長の意見を伺いながら検討していきます。また、農業関係の文書に限らず、分かり
やすく丁寧な文書作成を心掛けてまいります。

4 東古泉 R7.8.17
02道路・交
通・建物

道路修復

松前消防署前から東古泉に入ってくる道幅が狭く、また、
道がガタガタで道路環境がよくない。これまでも区長要望
しているものの、なかなか改善してもらえない。

まちづくり課

　御要望箇所の道路拡幅工事については、長年にわたり地域から土木事業要望が出されてい
ることは承知していますが、当該箇所だけでなく、長尾谷川に架かる橋や家屋が立ち並ぶ橋
の南側を含めて道路が狭隘な状況です。この状況を全て解消することにより事業の費用対効
果が高くなると考えておりますので、当該箇所の道路拡幅だけでは、事業化できないことを
区長さんに回答しています。なお、道路舗装の損傷等により通行に支障がある場合は、部分
的に補修を行います。

5 東古泉 R7.8.17 04環境
長尾谷川沿い
の除草

長尾谷川沿いの雑草や木の除草について、義農味噌から東
エリア(永田や大溝)については、実施されているが、西エ
リア(東古泉)は対応してくれていない。昨年度も同じよう
に意見を伝えたが、全く対応されていない。また、川の中
には中洲が発生しており、除草と併せて中洲の除去もお願
いしたい。

まちづくり課

　東古泉地区における長尾谷川堤防除草のうち、松前町が実施する範囲は管理協定により決
まっております。
　除草回数は、年３回実施予定です。
　除草時期は、１回目：５月中旬　～　６月下旬
　　　　　　　２回目：８月上旬　～　９月中旬
　　　　　　　３回目：11月上旬  ～　12月中旬
・日照時間や降雨状況により除草時期を変更する場合あり。
・１回目、２回目は、法面１ｍ程度（通行に支障がある範囲）。
・３回目は、川側法面１ｍ程度、敷地側法面全面。
　義農味噌から西のエリアについても現地を確認し、通行に支障がある箇所については除草
を行います。
　また、川の中の中州については、河川管理者である県に対応を依頼します。
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6 東古泉 R7.8.17 12その他
塩屋海岸にト
イレ、駐車場
の整備

キノコの観察に塩屋海岸を訪れることが多いが、海岸にト
イレや駐車場がなくとても不便である。同海岸は様々な植
物が生息していることから、トイレや駐車場が整備される
と学習・研究場所として利用される方も増えるのでは。ぜ
ひ、トイレと駐車場の整備をお願いしたい。

まちづくり課

　駐車場については、塩屋工業団地に隣接しているため周辺での用地の確保が難しく、海岸
内に整備する場合でも、砂浜や動植物など自然環境への影響が懸念されることから困難な状
況です。
　トイレについては、自然環境への影響に加え、ゴミや排水の問題が生じることから直ちに
整備することは困難です。しかしながら、海岸を訪れる方や海岸のボランティア清掃を行っ
ていただいている方からも、近隣にトイレがないので整備して欲しいとの声をお伺いしてお
りますので、整備可能な方法を検討してまいりたいと思います。

7 東古泉 R7.8.17 08農業
農業の将来に
ついて

地域の水路清掃を農業者だけで行っているが、高齢化が進
んでいることから水路清掃活動の維持と水路自体のメンテ
ナンスが不安である。ひいては、農業後継者問題などにつ
いて危機感が低く農業の将来について不安である。

産業課

　人口減少が進む中、このまま何もしなければ10年後の就農者数は危機的な状況になること
が十分に予想されます。後継者不足になることが分かっているのに新規就農が増えない原因
は、現在の農業経営では安定的に稼ぐことができなことに加え、農機具や倉庫などの初期投
資に多額の費用がかかることであると考えられます。
　安定的に稼げる農業を実現するためには生産性向上と省力化・省人化が必要であり、圃場
の集約化・大規模化など、様々な検討を進めていく必要があると考えています。

8 東古泉 R7.8.17 10広報活動

松前町公式Ｌ
ＩＮＥ、広報
まさきについ
て

町の公式ＬＩＮＥがとても便利で、情報内容も分かりやす
くていい。また、広報紙の写真もとてもいい。

総務課

　LINEは多くの町民にとって身近なコミュニケーションツールとなっていることから、友だ
ち登録者数をさらに増やして、引き続き分かりやすい情報発信に努めてまいります。広報紙
の写真についても、町民の生き生きとした姿や、町の素晴らしい景色が十分に伝わるような
ものが撮れるよう、引き続き努めてまいります。

9 東古泉 R7.8.17
02道路・交
通・建物

公共交通につ
いて

高齢者が移動するための交通手段について対応をお願いし
たい。

財政課

　地域公共交通対策として、本年10月から12月までの３カ月間、デマンドタクシーの実証運
行を行います。利用日の前日までにアプリか電話で予約して、自宅から目的地までドアtoド
アで行くことが可能になり、お一人様１回当たり400円で利用できるよう設定しました。本年
度の実証運行を経て、令和８年度の本格導入を目指しています。ぜひ、御利用いただき、意
見を聞かせていただきたいと考えています。
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10 東古泉 R7.8.17
02道路・交
通・建物

道路の振動

コミュニティバスのバス停(マート福島跡地前)付近で大型
車が通行するとバス停北側では家の中にいても振動を感じ
る。知り合いからは、道路上のマンホールの蓋が原因では
ないかと思うので、パッキンを入れるなどすると改善され
るのではとの話があった。検討・対応をお願いしたい。

まちづくり課

現地を確認したところ、NTTのマンホールが確認されたため、道路管理者である県に対応を依
頼します。

11 東古泉 R7.8.17
02道路・交
通・建物

道路の陥没

東古泉消防詰所の西側に道路の陥没がある。復旧対応をお
願いしたい。

まちづくり課

現地を確認したところ、ポットホールを発見したため、補修を行いました（Ｒ7.8.19対応
済）。


